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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成１８年６月２９日開催予定の第

８１回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 定款変更の目的 

平成 18年 5月 1日の会社法（平成 17年法律第 86号）施行に伴い、その対応その他経営の安定を

目的として次のとおり定款の一部を変更いたします。また、この変更に併せて、定款全体の様式

を変更いたします。 

（１）単元未満株主の権利（定款変更案第８条） 

定款の定めをもって単元未満株式について行使することができる権利を定めることが認められ

たことから、単元未満株式の権利を単元株式と比して相当の範囲とするよう、第８条を新設し

ます。 

（２）株主総会参考書類等のインターネット開示（定款変更案第 18条） 

会社法施行規則等の定めにより、株主総会の招集に際し、インターネットを利用する方法で株

主総会参考書類等を開示することが可能となりました。現行の郵送による方法にこのインター

ネットによる開示方法を用意し、膨大な情報、緊急時の対応等を考慮し、第 18条を新設します。

なお、当面郵送によるご提供を取り止めることは考えておりません。 

（３）取締役の員数（定款変更案第 23条） 

取締役の員数につきましては、平成 13年に 30名から 20名に減員いたしましたが、現在の員数

及び今後の事業のポートフォリオ等も勘案し、15名とさせていただくものです。なお、当社は、

取締役の任期は既に１年と規定しており、企業買収への対応を想定したものではありません。 



（４）取締役会の決議方法（定款変更案第 29条） 

取締役会の決議要件を明定するとともに、いわゆる書面決議を認めることで、緊急時、その他

議案の内容に応じた臨機応変な対応を可能とすると共に、取締役会における慎重な審議に資す

るよう、法令の要件の下で、書面決議・電磁的記録による決議を採用いたします。 

（５）取締役及び監査役の責任の一部免除（定款変更案第 30条及び第 38条） 

取締役及び監査役がその職務を遂行するにあたり、その能力を萎縮することなく発揮し、期待

される役割を十分に果たし得るよう、法令に定める要件に該当する場合に限り、取締役会の決

議をもって、取締役及び監査役の責任を一部免除する規定を新設いたします。なお、第 30条の

新設については、各監査役の同意を得ております。 

（６）その他会社法施行等に伴う変更 

前記の外、新たな機関として会計監査人を第６章に規定し、株券の発行等会社法に基づく必要

な規定の新設、不要となる規定の削除を行うとともに、会社法の規定の文言、言い回しに合わ

せる外、規定の整序変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

別紙に記載のとおりです。 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成１８年６月２９日 

定款変更の効力発生日      平成１８年６月２９日 

 

以  上 


















